
７ 地域自治のための組織

・合併特例区の設置なし
・紀北町は、合併特例法５条の５第２項に基づく地域自治区を設置
・桑名市、松阪市、伊勢市、津市は、旧市町村全部に地域審議会を設置
・四日市市は、旧楠町区域に地域審議会を設置
・地域審議会の設置期間は概ね10年、委員は10人から20人
・他の市町においても住民自治協議会や地域振興協議会など地域自治に取り組んでいる

合併市町 組織名 設置数 設置期間
委員数(一審
議会あたり)

委員任期
その他の地域自
治のための制度

い な べ 市 － － － － －

志 摩 市 － － － － －

伊 賀 市 － － － － － 住民自治協議会

桑 名 市 地域審議会
3

(旧市町全部)
約10年

(H27.3.31まで)
20人以内

2年
(再任可)

松 阪 市 地域審議会
５

(旧市町全部)

約10年
(H27.3.31ま
で)

20人以内
2年

(再任可)
地域マネジメント

亀 山 市 － － － － － 地域活力創生委員会

四 日 市 市 地域審議会
1

(旧楠町のみ)
約10年

(H27.3.31まで)
10人以内

2年
(再任可)

 

大 紀 町 － － － － － 地域振興協議会

南 伊 勢 町 － － － － －

紀 北 町 地域自治区
2

(旧町全部)
定めなし 15人以内

2年
(再任可)

伊 勢 市 地域審議会
４

(旧全市町村)
約10年

(H28.3.31まで)
20人以内

2年
(再任可)

熊 野 市 － － － － －
地域まちづくり協

議会

津 市 地域審議会
１０

(旧全市町村)
約10年

(H28.3.31まで)
15人以内

2年
(再任可)

多 気 町 － － － － －

紀 宝 町 － － － － －

大 台 町 － － － － －
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